
開始年度 平成17

④
経

※「財源内訳」について

・小中学校の登下校指導、校内パトロール、管理職への危機管理面でのアドバイスを行い、児童生徒の安全・安心に資する。
・生徒指導に関わる学校訪問等で児童生徒や学校の実態把握をし、非行問題行動の未然防止や対応について支援する。
・支部会議の準備会で事前打合せ、調整、地域協力者への働きかけを行い、支部会議の充実を図る。
・防犯講習会の開催、街頭キャンペーン等地域・関係団体の諸行事への協力を通して、地域の防犯や事故防止の意識の高揚を図る。
・小中学生の下校指導及び校外パトロールを実施して、犯罪被害や交通事故の未然防止を図る。
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関連・類似事業

所沢市安全・安心な学校と地域づくり推進本部条
例、安全安心対策推進員設置要綱

部課コード 820100 ℡

法定受託＋附加

事業コード
安全・安心な学校と地域づくり推進事業

平成 28 年度事務事業評価表（一般用）　　　　　

820116

①事務事業名

終了年度 年度

学校教育課

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 健やか輝き支援室

健やか輝き支援事業

■ □ □

年度

50,000

→

事業の種別

学校教育節

自治事務 法定受託事務

事業開始の背景

分野別計画・指針

・学校内における強盗傷害事件や暴力行為、深夜徘徊等の非行問題行動が深刻化したこと。
・地域ごとに開かれた学校づくりを進めると共に、学校と地域が一体となった安全・安心な学校と地域づくりの推進が要請されていること。
・学校内外における犯罪等の未然防止と青少年の健全育成の推進が求められていること。

総合計画の体系 章 教育・文化・スポーツ 学校環境整備の推進

人・校（園）

人・校（園）

事業の具体的な内容及び実施方法

平成 26 年度対象（誰を、何を対象としているのか）

対象数
年度

単位

5,603

（非常勤特別職員）　　　　（臨時的任用職員）

市立幼稚園・小・中学校の園児・児童生徒、保護者、園・学校・地域（安全・安心な学校
と地域づくり構成団体） 平成

3.00

③
事
　
業
　
の
　
内
　
容

学校と地域が連携して危機管理体制を整え、学校内外での事故や事件を未然に防止すると共に、地域の交通安全の推進・防犯体制の強化を図り、安全で安心な学
校と地域を構築して学校を支援する。

当初予算

27

50,200

人） （

≪会計種別≫ 一般会計 平成 26 年度

（

28
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↑どちらかを
チェックしてください

「実績」
拡大図る

500

将来目標

100

「実績」
縮小図る

36 40

100

単位

人

回

目標値 100

500

H28目標値

410 536

Ｈ 26 Ｈ 27

15,440

27 H28見込み 将来目標単位 Ｈ 26 Ｈ

5,603

0 0 0

00

16,264

0

平成28年度のみ、当初予算
の内訳となっています。

その他（　　　　　　　　　　） ）

16,264

1.30 人 11,258

国・県支出金

15,440

一般財源

10,465

回

事業費合計

正規職員人件費 1.20 人

推進支部会議の開催 延べ開催回数 36

どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています

 
 
⑥
成
果

43

⑤
実
績

項目名 項目説明

活動実績

学校訪問や地域に出向いて
の支援活動

延べ活動回数

％ 達成率 115 133

　 項目名 項目説明

成果指標
暴力行為により指導を受け
た児童生徒数

継続

非行問題行動、交通事故等を学校だけで防ぐことは困難であるため、家庭の協力、地
域との連携を深めるよう取り組んでいる。

100

実 績 87 75

指導を受けた人数（小学校・中学校計）
（文部科学省調査より）

目標達成状況

現状
維持

その
他

拡大 縮小

⑦
改
善
点

⑧
評
　
　
　
　
価

評
価

今
後
の

方
向
性

事業実施方法
(複数選択可）

終了

次年度予算

理由
事業の４つの柱である「交通事故防止」「いじめ撲滅」「地域行事への主体的参
加」「地域ぐるみのあいさつ運動」をより一層進めていく必要があるため。

現状
維持

理由
引き続き、安全安心対策推進員を配置して学校への支援をすることが有効と考
えられるため。

拡大 縮小

(2)今後の方向性

さらに児童生徒の健全な育成を目指して、関係諸機関との連携・充実を図っ
ていく必要がある。

いじめ防止対策推進法第１４条第１項の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機
関及び団体の連携を図るものとして、所沢市安全・安心な学校と地域づくり推進本部を
位置づけ条例設置した。

(1)平成27年度中に改善した点（改善内容・その結果について記載してください） (2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析

－

(1)平成２８年度に取り組んでいる状況

改善・
効率化

学校教育課長　堺　俊彦評価日 H28.8.19 評価者職氏名

⑨
環境
影響

有益な
環境影響

有害な環境影響
を及ぼす原因活動

無

無
紙・自動車の使用

規制を受ける環境法令等

緊急事態


